
指 名 通 知 書

こ の 入 札 は ， か ご し ま 県 市 町 村 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 行 い ま す 。

ま た ， 設 計 書 等 の 閲 覧 は 電 子 閲 覧 で 実 施 し ま す の で ， 指 宿 市 ホ ー ム

ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。

１ 入 札 に 付 す る 事 項

案 件 番 号 第 172 号

件 名 Ｒ ７ 十 二 町 海 岸 通 り 線 外 １ 線 測 量 設 計 業 務 委 託

業 務 場 所 指 宿 市 湊 三 丁 目 地 内 外

業 務 期 間 契 約 締 結 日 か ら 令 和 ８ 年 ９ 月 30 日 ま で

２ 概 要 測 量 業 務 L＝ 0．29km(摺 ヶ 浜 丈 六 線 L=0．14km 含 む 。)

設 計 業 務 L＝ 0． 32km

３ 契 約 条 項 及 び 設 計 図 書 等 の 閲 覧

契 約 条 項 の 閲 覧 場 所 は 建 設 部 建 設 監 理 課 と す る 。

設 計 書 等 の 閲 覧 は 電 子 閲 覧 と し ， 指 宿 市 ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 令 和

８ 年 ２ 月 17 日 の 午 前 ９ 時 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 12 日 の 正 午 ま で 掲 載 す

る 。

な お ， 電 子 デ ー タ の 貸 出 は 行 わ な い も の と す る 。

４ 現 場 説 明 の 日 時 及 び 場 所 な し

５ 設 計 図 書 等 へ の 質 問 及 び 回 答

設 計 図 書 等 へ の 質 問 に つ い て は ， 指 宿 市 ホ ー ム ペ ー ジ へ 掲 載 し て い

る「（指 名 競 争 入 札 用 ）設 計 図 書 等 に 対 す る 質 問 書 」に よ り ，メ ー ル

又 は FAX で ， 次 の 質 問 期 限 ま で に 提 出 す る こ と 。

ま た ， 提 出 後 は 電 話 に よ り そ の 旨 伝 え る こ と 。

質 問 期 限 令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 午 後 ５ 時 15 分 ま で

◎ メ ー ル ア ド レ ス zaisei@ city． ibusuki． jp

◎ FAX 0993－ 24－ 3826

◎ TEL 0993－ 22－ 2111

回 答 期 限 令 和 ８ 年 ３ 月 ６ 日 午 後 ５ 時 ま で

◎ メ ー ル に よ り 全 者 に 回 答



６ 入 札 方 法

か ご し ま 県 市 町 村 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 行 う も の と す る 。た だ し ，

や む を 得 な い 理 由 で 電 子 入 札 に 参 加 で き な い 者 で ， 市 長 の 承 認 を 得

た 場 合 に 限 り 紙 入 札 に よ り 入 札 に 参 加 す る こ と が で き る 。

７ 電 子 入 札 シ ス テ ム 故 障 等 の 対 応

電 子 入 札 シ ス テ ム の 故 障 等 に よ り 入 札 書 の 提 出 が で き な く な っ た 場

合 は ， 紙 入 札 参 加 へ の 変 更 が で き る も の と す る 。

紙 入 札 の 参 加 申 請 期 限 ： 令 和 ８ 年 ３ 月 11 日 午 後 ５ 時 ま で

（ 再 度 入 札 の 場 合 は 令 和 ８ 年 ３ 月 12 日 午 後 ５ 時 ま で ）

８ 入 札 書 提 出 受 付 期 間 ・ 場 所 等

(1) 電 子 入 札 で 参 加 す る 場 合

期 間 ： 令 和 ８ 年 ３ 月 10 日 午 前 ９ 時 か ら

令 和 ８ 年 ３ 月 12 日 午 前 ９ 時 ま で

入 札 書 提 出 先 ： か ご し ま 県 市 町 村 電 子 入 札 シ ス テ ム

(2) 紙 入 札 で 参 加 す る 場 合

期 間 ： 開 札 日 時 30 分 前 か ら 開 札 日 時 直 前 ま で

入 札 書 提 出 場 所 ： 指 宿 市 役 所 指 宿 庁 舎 ２ 階 財 政 課 内

※ 入 札 書 の 右 上 に 任 意 の く じ 番 号 （ ３ 桁 ） を 記 載 し て か ら ， 封

書 に し て 財 政 課 へ 提 出 す る こ と 。

９ 開 札 日 時 及 び 場 所

日 時 ： 令 和 ８ 年 ３ 月 12 日 午 前 ９ 時 30 分 か ら

場 所 ： 指 宿 市 役 所 指 宿 庁 舎 ２ 階 財 政 課 内

10 再 度 入 札 及 び 再 々 度 入 札

本 件 が 落 札 さ れ な い 場 合 は ， 次 の と お り 再 度 入 札 又 は 再 々 度 入 札 を

実 施 す る 。 た だ し ， 入 札 執 行 者 が 不 落 札 を 決 定 し た 場 合 は こ の 限 り

で な い 。

(1) 再 度 入 札

ア 再 度 入 札 書 の 提 出 受 付 期 間

(ｱ) 電 子 入 札 で 参 加 す る 場 合

期 間 ： 令 和 ８ 年 ３ 月 12 日 午 後 ２ 時 か ら



令 和 ８ 年 ３ 月 13 日 午 前 ９ 時 ま で

入 札 書 提 出 先 ： か ご し ま 県 市 町 村 電 子 入 札 シ ス テ ム

(ｲ) 紙 入 札 で 参 加 す る 場 合

日 時 ： 開 札 日 時 30 分 前 か ら 開 札 日 時 直 前 ま で

入 札 書 提 出 場 所 ： 指 宿 市 役 所 指 宿 庁 舎 ２ 階 財 政 課 内

※ 入 札 書 の 右 上 に 任 意 の く じ 番 号 （ ３ 桁 ） を 記 載 し て か ら ，

封 書 に し て 財 政 課 へ 提 出 す る こ と 。

イ 開 札 日 時 ・ 場 所

日 時 ： 令 和 ８ 年 ３ 月 13 日 午 前 ９ 時 30 分 か ら

場 所 ： 入 札 書 提 出 場 所

(2) 再 々 度 入 札

再 々 度 入 札 を 実 施 す る 場 合 は ， 当 該 入 札 の 実 施 決 定 後 に 本 件 入 札

参 加 者 に 日 時 等 を 通 知 す る 。

11 入 札 保 証 金 免 除

12 最 低 制 限 価 格 有

（ 最 低 制 限 価 格 は ， 指 宿 市 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 に 係 る 最 低 制

限 価 格 の 設 定 に 関 す る 要 綱 （ 平 成 30 年 指 宿 市 告 示 第 103 号 ） に よ

り 設 定 す る 。）

13 入 札 書 記 載 金 額

落 札 決 定 に 当 た っ て は ， 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100

分 の 10 に 相 当 す る 金 額 を 加 算 し た 金 額 （ そ の 額 に １ 円 未 満 の 端 数

が あ る と き は ， そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 と す る 。） を も っ て

落 札 価 格 と す る の で ， 入 札 者 は ， 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税

事 業 所 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず ， 見 積 も っ た 契 約 金 額

の 110 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。

14 無 効 入 札

次 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 は ， 無 効 と す る 。

(1) 入 札 に 参 加 す る 資 格 が な い 者 が し た 入 札

(2) 記 名 押 印 が な い 入 札 書 に よ る 入 札 （ 紙 入 札 の 場 合 に 限 る 。）



(3 ) 入 札 書 記 載 の 金 額 ， 氏 名 そ の 他 入 札 要 件 が 確 認 し 難 い 入 札 書 に

よ る 入 札 （ 紙 入 札 の 場 合 に 限 る 。）

(4) 入 札 金 額 が 加 除 訂 正 さ れ て い る 入 札 書 に よ る 入 札 （ 紙 入 札 の 場

合 に 限 る 。）

(5) 記 載 し た 文 字 を 容 易 に 消 字 す る こ と の で き る 筆 記 用 具 を 用 い て

記 入 し た 入 札 書 に よ る 入 札 （ 紙 入 札 の 場 合 に 限 る 。）

(6) 同 一 事 項 に つ い て ２ 通 以 上 の 入 札 を し た 者 の 入 札 又 は 紙 入 札 参

加 者 が 電 子 入 札 に よ り し た 入 札

(7) 他 の 入 札 者 の 代 理 を 兼 ね ， 又 は ２ 人 以 上 の 入 札 者 の 代 理 を し て

し た 入 札 （ 紙 入 札 の 場 合 に 限 る 。）

(8) 指 宿 市 電 子 入 札 実 施 要 綱 （ 平 成 21 年 指 宿 市 告 示 第 114 号 ） 第

７ 条 に 規 定 す る 禁 止 行 為 を し た 者 の 入 札

(9) 談 合 そ の 他 の 不 正 な 行 為 が あ っ た と 認 め ら れ る 入 札

(10) 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 の 間 に 資 本 関 係 又 は 人 的 関 係 が あ

る 者 の 入 札

(11) そ の 他 入 札 条 件 に 違 反 し た と 認 め ら れ る 者 の し た 入 札

15 落 札 者 の 決 定

予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 申 込 み を し た 者 を 落

札 者 と す る 。 た だ し ， 最 低 制 限 価 格 を 設 け た 場 合 は ， 最 低 制 限 価 格

未 満 で 申 込 み を し た 者 は ， 失 格 と す る 。

16 契 約 保 証 金 免 除

17 前 金 払 有

（ た だ し ， 指 宿 市 会 計 規 則 （ 平 成 18 年 指 宿 市 規 則 第 39 号 ） 第

44 条 の 規 定 に 基 づ く も の と す る 。）

18 落 札 者 の 契 約 書 等 の 提 出

落 札 者 は ， 落 札 決 定 通 知 を 受 け た 日 か ら ５ 日 以 内 に ， 契 約 書 並 び に

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 又 は 免 税 事 業 者 で あ る 旨 の

届 出 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 当 該 届 出 書 に つ い て

は ， 提 出 を 要 し な い と 認 め ら れ る と き は こ の 限 り で な い 。

な お ， 期 間 が 経 過 し た 場 合 は ， 落 札 者 が ， 契 約 の 締 結 を し な い 旨 を

申 し 出 た も の と み な す 。



19 代 理 入 札 （ 紙 入 札 の 場 合 ）

代 理 人 に よ る 入 札 を し よ う と す る と き は ， 入 札 前 に 代 理 委 任 状 を 提

出 す る こ と 。

20 注 意 事 項

(1) こ の 通 知 後 ， 指 名 停 止 が あ っ た と き は ， 入 札 に 参 加 で き な い 。

(2) 提 出 し た 入 札 書 の 書 換 え ， 引 換 え 又 は 撤 回 を す る こ と が で き な

い （ 地 方 自 治 法 施 行 令 第 167 条 の ８ 第 ３ 項 ）。

(3) 本 案 件 の 契 約 が 困 難 な た め 入 札 に 参 加 で き な い と き は ， 入 札 書

提 出 締 切 日 時 ま で に 辞 退 届 を 電 子 入 札 シ ス テ ム に よ り 提 出 す る

こ と 。

(4) 辞 退 等 に よ り 入 札 者 が ２ 者 に 満 た な い 場 合 は ， 入 札 は 行 わ な

い 。

(5) 入 札 結 果 の 公 表 は ， 指 宿 市 ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載 及 び 総 務 部 財

政 課 で の 閲 覧 と す る 。


